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(57)【要約】
【課題】超音波ビームの反射角度を提供することができ
る３次元超音波診断装置および操作方法を開示すること
。
【解決手段】超音波診断装置は、対象体に放射してその
対象体から反射する超音波ビームのエコー強度を検出し
、前記対象体に関するスキャン領域を作成するプローブ
と、前記スキャン領域内の各地点における前記超音波ビ
ームの反射によって形成される反射角度を算出してテー
ブルに格納する反射角度算出部と、前記スキャン領域の
ポイント指定命令に連動して、前記ポイントが指定され
た第１地点における前記反射角度について前記テーブル
を参照して表示する反射角度表示部とを備えて構成する
ことができる。
【選択図】　　　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　対象体に超音波ビームを放射し前記対象体から反射された超音波ビームを検出し、前記
対象体に関するスキャン領域を作成するプローブと、
　前記スキャン領域内の各地点において、前記超音波ビームの反射によって形成される反
射角度を算出してテーブルに格納する反射角度算出部と、
　前記スキャン領域のポイント指定命令に連動し、前記ポイントが指定された第１地点に
おける前記反射角度を前記テーブルを参照して表示する反射角度表示部と、
　を備えることを特徴とする３次元超音波診断装置。
【請求項２】
　前記反射角度算出部は、前記スキャン領域のいずれか１つの地点に対して、前記プロー
ブによって検出された前記超音波ビームのうちエコー強度が相対的に大きい前記超音波ビ
ームの反射角度を算出することを特徴とする請求項１に記載の３次元超音波診断装置。
【請求項３】
　前記スキャン領域を等高線領域に投影してデータ変換する等高線投影部をさらに備え、
　前記反射角度算出部は、前記等高線領域を構成する複数の仮想等高線のうち前記第１地
点を経由する仮想等高線を基準にして、前記反射角度を算出することを特徴とする請求項
１または２に記載の３次元超音波診断装置。
【請求項４】
　前記スキャン領域を等高線領域に投影してデータ変換する等高線投影部をさらに備え、
　前記反射角度表示部は、前記等高線領域を構成する複数の仮想等高線のうち前記第１地
点を経由する仮想等高線を基準にして、前記反射角度を挟み角として有する前記超音波ビ
ームに関するビーム映像を表示することを特徴とする請求項１ないし３のいずれかに記載
の３次元超音波診断装置。
【請求項５】
　前記対象体と関連する胎齢表のデータを考慮し、前記第１地点での反射角度に応じた前
記スキャン領域の有効性を判断する有効性判断部をさらに備えることを特徴とする請求項
１ないし４のいずれかに記載の３次元超音波診断装置。
【請求項６】
　対象体に超音波ビーム放射して前記対象体で反射された超音波ビームを検出し、前記対
象体に関するスキャン領域を作成するステップと、
　前記スキャン領域内の各地点における前記超音波ビームの反射によって形成される反射
角度を算出してテーブルに格納するステップと、
　前記スキャン領域のポイント指定命令に連動し、前記ポイントが指定された第１地点に
おける前記反射角度について前記テーブルを参照して表示するステップと、
　を含むことを特徴とする３次元超音波診断装置の操作方法。
【請求項７】
　前記反射角度を算出してテーブルに格納するステップは、前記スキャン領域のいずれか
１つの地点に対して、前記プローブによって検出された前記超音波ビームのうちエコー強
度が相対的に大きい前記超音波ビームの反射角度を算出するステップを含むことを特徴と
する請求項６に記載の３次元超音波診断装置の操作方法。
【請求項８】
　前記スキャン領域を等高線領域に投影してデータ変換するステップをさらに含み、
　前記反射角度を算出してテーブルに格納するステップは、前記等高線領域を構成する複
数の仮想等高線のうち前記第１地点を経由する仮想等高線を基準にして前記反射角度を算
出するステップを含むことを特徴とする請求項６または７に記載の３次元超音波診断装置
の操作方法。
【請求項９】
　前記スキャン領域を等高線領域に投影してデータ変換するステップをさらに含み、
　前記反射角度を表示するステップは、前記等高線領域を構成する複数の仮想等高線のう
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ち前記第１地点を経由する仮想等高線を基準にして、前記反射角度を挟み角として有する
前記超音波ビームに関するビーム映像を表示するステップを含むことを特徴とする請求項
６ないし８のいずれかに記載の３次元超音波診断装置の操作方法。
【請求項１０】
　前記対象体と関連する胎齢表のデータを考慮し、前記第１地点での反射角度に応じた前
記スキャン領域の有効性を判断するステップをさらに含むことを特徴とする請求項６ない
し９のいずれかに記載の３次元超音波診断装置の操作方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、人体内の対象体に超音波を放射（発射）して反射してくる超音波
ビームを用いて、その方向を決定する３次元超音波診断装置および操作方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　超音波システムは、人体の体表から体内の所定部位（すなわち、胎児または臓器などの
対象体）に向けて超音波信号を送信し、その体内の組織から反射される超音波信号の情報
を用いて軟部組織の断層像や血流に関する映像を表示する装置である。
【０００３】
　このような超音波システムは、小型かつ低廉であり、映像をリアルタイムで表示するこ
とが可能である上、Ｘ線などのような被爆がなく、安全性が高いという長所を有している
。このため、現在この装置は、Ｘ線診断装置、ＣＴ（Ｃｏｍｐｕｔｅｒｉｚｅｄ　Ｔｏｍ
ｏｇｒａｐｈｙ）スキャナ、ＭＲＩ（Ｍａｇｎｅｔｉｃ　Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ　Ｉｍａｇ
ｅ）装置、核医学診断装置などの他の画像診断装置と共に広く用いられている。
【０００４】
　超音波診断装置は、超音波信号を用いて体内組織を映像として表示するものであるが、
超音波ビームが体内組織にどのような角度で入射し、また反射するかが表示されないため
、施術者の経験によって体内組織の映像を確認しなければならないという困難がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明に係る一実施形態の目的は、人体内の対象体をスキャンした領域において、超音
波ビームが反射する反射角度を表示する３次元超音波診断装置および操作方法を提供する
ことにある。
【０００６】
　また、本発明に係る一実施形態の目的は、スキャン領域において、ポイント指定された
地点に対する超音波ビームの反射角度を表示する３次元超音波診断装置および操作方法を
提供することにある。
【０００７】
　また、本発明に係る一実施形態の目的は、スキャン領域のいずれか１つの地点に対して
検出された超音波ビームのうち、ビームの強度が相対的に大きい超音波ビームの反射角度
を表示する３次元超音波診断装置および操作方法を提供することにある。
【０００８】
　また、本発明に係る一実施形態の目的は、スキャン領域を等高線領域に投影し、等高線
領域を構成している仮想等高線を基準にして反射角度を表示する３次元超音波診断装置お
よび操作方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するための３次元超音波診断装置は、対象体に超音波ビームを放射し
てその対象体から反射してくる超音波ビームを検出し、前記対象体に関するスキャン領域
を作成するプローブと、前記スキャン領域内の各地点における前記超音波ビームの反射に
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よって形成される反射角度を算出してテーブルに格納する反射角度算出部と、前記スキャ
ン領域のポイント指定命令に連動し、前記ポイントに指定された第１地点における前記反
射角度について前記テーブルを参照して表示する反射角度表示部とを備える。
【００１０】
　上記の目的を達成するための技術的な方法として３次元超音波診断装置の操作方法は、
対象体に超音波ビームを放射してその対象体から反射される超音波ビームを検出し、前記
対象体に関するスキャン領域を作成するステップと、前記スキャン領域内の各地点におけ
る前記超音波ビームの反射によって形成される反射角度を算出してテーブルに格納するス
テップと、前記スキャン領域のポイント指定命令に連動し、前記ポイントに指定された第
１地点における前記反射角度について前記テーブルを参照して表示するステップとを含む
。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明の一実施形態によれば、人体内の対象体をスキャンした領域において、超音波ビ
ームが反射する反射角度を表示して、スキャン領域の有効性を判断する基準に用いること
ができる。
【００１２】
　また、本発明の一実施形態によれば、スキャン領域において、ポイント指定された地点
に対する超音波ビームの反射角度を表示し、対象体映像の有効性を判断する指標として用
いることができる。
【００１３】
　また、本発明の一実施形態によれば、スキャン領域のいずれか１つの地点に対して検出
された超音波ビームのうち、ビームの強度が相対的に大きい超音波ビームの反射角度を表
示し、スキャン領域に含まれた任意の地点に対する反射角度のデータ信頼度を高めること
ができる。
【００１４】
　また、本発明の一実施形態によれば、スキャン領域を等高線領域に投影し、等高線領域
を構成している仮想等高線を基準にして反射角度を表示することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置が直方体の物体に超音波ビームを放射
して反射する超音波ビームの反射角度を平面状のスキャン領域と扇形状の等高線領域に表
示する様子を示す断面図である。
【図２】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置が人体内の対象体に超音波ビームを放
射して反射する超音波ビームの反射角度を平面状のスキャン領域と扇形状の等高線領域に
表示する様子を示す断面図である。
【図３】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の内部構成を示すブロック図である。
【図４】本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の操作方法を示すフローチャートであ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本発明に係る実施形態を添付の図面を参照して詳細に説明する。しかし、本発明
が実施形態によって制限されたり限定されることはない。各図面に提示される同一の参照
符号は同一の部材を示す。
【００１７】
　超音波診断装置が物体または人体に超音波ビームを放射してその物体から反射する超音
波ビームの反射角度について図１および図２を参照して説明する。
【００１８】
　図１は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置が直方体の物体に超音波ビームを放
射して反射する超音波ビームの反射角度を平面状のスキャン領域と扇形状の等高線領域に
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表示した断面図である。
【００１９】
　図１に示すように、超音波診断装置がプローブを介して直方体の物体に超音波ビームを
プローブに対して直角に放射すると、超音波ビームは直方体の物体で反射してプローブで
検出される。このプローブで検出された超音波ビームは、直方体の物体に対して直角に反
射したビームである。これによって、超音波診断装置は直方体の物体のスキャン領域を作
成する。
【００２０】
　超音波診断装置は、平面状のスキャン領域を扇形状の等高線領域に投影して表示する。
超音波診断装置は、等高線領域において超音波ビームが直方体の物体に対して反射した角
度を算出し、スキャン領域に対する反射角度をテーブルに格納する。超音波診断装置は、
直方体の物体に対して反射角度として算出された直角をテーブルに格納する。
【００２１】
　超音波診断装置は、インタフェース端末から入力されたポイント指定命令に対して、ポ
イントとして指定された地点の反射角度についてテーブルを参照して表示する。
【００２２】
　図２は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置が人体内の対象体に超音波ビームを
放射して反射する超音波ビームの反射角度を平面状のスキャン領域と扇形状の等高線領域
に表示した断面図である。
【００２３】
　超音波診断装置がプローブを介して人体内の対象体に超音波ビームを種々の角度θ１～
θ４で放射すれば、超音波ビームが人体内の対象体で反射してそのプローブで検出される
。図２の超音波ビームは、対象体の表面に対して直角に反射したビームである。これを用
いて、超音波診断装置は人体内の対象体のスキャン領域を作成する。
【００２４】
　超音波診断装置は、平面状のスキャン領域を扇形状の等高線領域に投影して表示する。
超音波診断装置は、等高線領域において人体内の対象体に対して反射した超音波ビームの
仮想等高線に対する角度（以下、「反射角度」という）を算出し、スキャン領域に対する
反射角度θ１～θ４をテーブルに格納する。超音波診断装置は、人体内の対象体に対して
反射角度として算出された所定の角度θ１～θ４をテーブルに格納する。
【００２５】
　超音波診断装置は、インタフェース端末から入力されたポイント指定命令に対してポイ
ントとして指定された地点の反射角度をテーブルを参照して表示する。
【００２６】
　次に、この超音波診断装置が反射角度を算出して表示する内部構成について説明する。
【００２７】
　図３は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の内部構成を示すブロック図である
。
【００２８】
　図３に示すように、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置３００は、プローブ３１
０、反射角度算出部３２０、反射角度表示部３５０、等高線投影部３３０、有効性判断部
３４０を備えている。また、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置３００は、図示し
ない、映像形成部と、入力部と、制御部と、格納部とを備えている。
【００２９】
　プローブ３１０は人体内の対象体に超音波ビームを放射し、その対象体から反射される
超音波ビームを検出して対象体のスキャン領域を作成する。プローブ３１０は、作成され
たスキャン領域のデータを反射角度算出部３２０に送信する。
【００３０】
　入力部は、スキャン領域の各地点のポイントを指定する入力情報を受信する。また、入
力部は、等高線領域において、所定の地点にポイントを指定する入力情報を受信する。



(6) JP 2012-45367 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

【００３１】
　反射角度算出部３２０は、スキャン領域のデータを参照してスキャン領域内の各地点に
おける超音波ビームが反射する反射角度を算出してテーブルに格納する。このとき、反射
角度算出部３２０は、スキャン領域のいずれか１つの地点に対してプローブ３１０によっ
て検出された超音波ビームのうちビームの強度が相対的に大きい超音波ビームの反射角度
を算出する。
【００３２】
　等高線投影部３３０は、スキャン領域を等高線領域に投影してデータ変換する。等高線
投影部３３０は、スキャン領域のデータを扇形状の等高線領域に投影してデータ変換する
。等高線領域は、図１に示すように、仮想等高線で構成されている。
【００３３】
　反射角度算出部３２０は、等高線領域を構成している仮想等高線のうちポイントを指定
した地点を経由する仮想等高線を基準にして超音波ビームの反射角度を算出する。反射角
度算出部３２０は、検出された超音波ビームの焦点に対応した仮想等高線と、検出された
超音波ビームとの間の反射角度を算出する。
【００３４】
　また、映像形成部は、プローブ３１０で検出された超音波ビームに基づいて、対象体の
映像を形成する。この映像は、対象体の２次元超音波映像および３次元超音波映像を含ん
でいる。
【００３５】
　反射角度表示部３５０は、等高線領域を構成する仮想等高線のうちポイントが指定され
た地点を経由する仮想等高線を基準にして反射角度を挟み角（ｉｎｃｌｕｄｅｄ　ａｎｇ
ｌｅ）として有する超音波ビームに関するビーム映像を表示する。また、映像形成部によ
って形成された映像も併せて表示する。
【００３６】
　また、反射角度表示部３５０は、スキャン領域が投影された等高線領域のポイント指定
命令に連動し、ポイントが指定された地点における反射角度を反射角度算出部によって作
成されたテーブルを参照して表示する。
【００３７】
　また、有効性判断部３４０は、対象体と関連する胎齢表のデータを考慮してポイントが
指定された地点の反射角度を参照し、スキャン領域のデータに対する有効性を判断する。
有効性判断部３４０は、胎齢表のデータを考慮して予め設定された反射角度から外れるス
キャン領域のデータを除去する。
【００３８】
　また、格納部は、２次元および３次元超音波映像、超音波ビーム映像、反射角度、反射
角度を含むテーブル、スキャン領域データ、超音波ビームデータ、胎齢表データなどを格
納する。
【００３９】
　また、制御部は、プローブ３１０と、反射角度算出部３２０と、等高線投影部３３０と
、有効性判断部３４０と、反射角度表示部３５０と、映像形成部と、入力部と、格納部と
を制御する。　
【００４０】
　図４は、本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の操作方法の順序を示すフローチャ
ートである。
【００４１】
　本発明の一実施形態に係る超音波診断装置の操作方法は、図３に示す超音波診断装置に
よって実現させることができる。以下、前述した図３を参照して図４を説明する。
【００４２】
　ステップＳ４１０において、超音波診断装置は、人体内の対象体に超音波ビームを放射
し、対象体から反射する超音波ビームを検出して対象体のスキャン領域を作成する。



(7) JP 2012-45367 A 2012.3.8

10

20

30

40

50

【００４３】
　超音波診断装置は、スキャン領域のデータを参照してスキャン領域内の各地点における
超音波ビームが反射する反射角度を算出してテーブルに格納する。このとき、超音波診断
装置は、スキャン領域のいずれか１つの地点に対してプローブによって検出された超音波
ビームのうちビームの強度が相対的に大きい超音波ビームの反射角度を算出する。
【００４４】
　ステップＳ４２０において、超音波診断装置はスキャン領域を等高線領域に投影してデ
ータ変換する。超音波診断装置は、スキャン領域のデータを扇形状の等高線領域に投影し
てデータ変換する。
【００４５】
　ステップＳ４３０において、超音波診断装置は、等高線領域を構成する仮想等高線のう
ちポイントが指定された地点を経由する仮想等高線を基準にして反射角度を算出する。超
音波診断装置は、検出された超音波ビームの焦点に対応した仮想等高線と検出された超音
波ビームとの間の反射角度を算出する。
【００４６】
　ステップＳ４４０において、超音波診断装置は等高線領域を構成する仮想等高線のうち
ポイントが指定された地点を経由する仮想等高線を基準にして反射角度を挟み角として有
する超音波ビームに関するビーム映像を表示する。
【００４７】
　また、ステップＳ４５０において、超音波診断装置は、スキャン領域が投影された等高
線領域のポイント指定命令に連動して、ポイントが指定された地点における反射角度につ
いてテーブルを参照して表示する。
【００４８】
　また、超音波診断装置は、対象体と関連する胎齢表のデータを考慮してポイントが指定
された地点の反射角度を参照してスキャン領域のデータの有効性を判断する。超音波診断
装置は、胎齢表のデータを考慮して予め設定された反射角度から外れるスキャン領域のデ
ータを除去する。
【００４９】
　本発明の実施形態は、多様なコンピュータにより行われるプログラム命令により実現さ
れるか、コンピュータ読取可能な記録媒体に記録される。前記コンピュータ読取可能な記
録媒体は、プログラム命令、データファイル、データ構造などを単独または組み合わせて
構成することもできる。前記媒体に記録されるプログラム命令は、本発明の目的のために
特別に設計されて構成されたものであっても、コンピュータソフトウェア分野の技術を有
する当業者にとって公知であり使用可能なものであってもよい。コンピュータ読取可能な
記録媒体の例としては、ハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク及び磁気テー
プのような磁気媒体、ＣＤ－ＲＯＭ、ＤＶＤのような光記録媒体、オプティカルディスク
のような磁気－光媒体、およびＲＯＭ、ＲＡＭ、フラッシュメモリなどのようなプログラ
ム命令を保存して実行するように特別に構成されたハードウェア装置が含まれる。プログ
ラム命令の例としては、コンパイラによって生成されるような機械語コードだけでなく、
インタプリタなどを用いてコンピュータによって実行され得る高級言語コードを含む。
【００５０】
　上述したように、本発明を限定された実施形態と図面によって説明したが、本発明は、
上記の実施形態に限定されることなく、本発明が属する分野における通常の知識を有する
者であれば、このような発明から多様な修正および変形が可能である。
【００５１】
　したがって、本発明の範囲は説明された実施形態に限定されてはならず、後述する特許
請求の範囲だけでなく、この特許請求の範囲と均等なものなどによって定められなければ
ならない。
【符号の説明】
【００５２】
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　３００　　　超音波診断装置
　３１０　　　プローブ
　３２０　　　反射角度算出部
　３３０　　　等高線投影部
　３４０　　　有効性判断部
　３５０　　　反射角度表示部

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】
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